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1.加古川の課題について



これまでの洪水対応（H１６.１０洪水等）における課題

②避難勧告等を発令しても避難する住民は少なく、住民の意識改革
や発令基準の見直し等が必要。
③避難勧告等の情報が行き届かないこともあるため、周知方法を改
善していく必要がある。
④想定最大規模の浸水では、これまで想定してきた避難所（避難場
所）や経路で対応できないため、広域避難を検討する必要がある。

⑤自主防災組織や消防団等の協力・連携の重要性を改めて確認
⑥水防資機材の確認や円滑な水防活動を実施するための準備が必要

⑦氾濫発生後の排水ポンプ車等の効率的な運用が必要

⑧状況に応じた物資搬送（車、ボート、ヘリコプター等）と

需給バランスが必要

⑨ボランティア活動等の支援活動の効率的な運用が必要

避
難

復
旧

水
防

※沿川自治体・兵庫県等のアンケート調査結果などに基づき事務局で編集

①洪水が発生しても自分たちは大丈夫であろう、この地域は大丈夫
であろうという意識が拭えない。

意
識

※鬼怒川では、排水ポンプ車最大51台により、24時間体制で排水。10日間で宅地及び公共施設等の浸水が概ね解消。
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鬼怒川と加古川の比較
鬼怒川 加古川

流域面積 1,730km2

流域面積 1,760.1km2

加古川左岸4.4km付近の堤防形状
計画高水量 7,400m3/s （1/150）

堤防高 約4.5m程度

H.W.L

堤防比高差4m以上

加古川にも数多く堤防高の高い区間が存在
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○避難勧告や避難指示を市町村が発令しても、実際に避難する住民は極めて少なく、避難率が非常に低い。

京都、滋賀、福井の３府県に初の大雨特別警報が出た台風18号で、避難指示や勧告を受けて実際に避難所に避難した住民の割合が
１％未満となる自治体があるなど、低くとどまったことが分かった。 「避難所が分からない」「避難勧告・指示の違いが分からない」などの声
も目立ち、住民の意識向上に向けた取り組みの必要性も浮き彫りになった。京都市では約30万人に避難指示・勧告が出たが、実際に避難
したのは約１％の2,498人。大阪市は避難勧告した約30万人のうち、0.3%未満の867人だった。避難所への移動が必ずしも安全とは限らず、
マンション上層階や住宅２階にとどまった人も多かったとみられ、自治体担当者も対応に苦悩した。

同府舞鶴市は１６日早朝、約88,000人に避難勧告を発令。しかし、この時点で由良川の氾濫が始まっており、同市危機管理室は「避難中
に被害に遭う恐れがあり、避難所への移動ではなく、自宅や近所の２階への避難を求めた」と話す。同府福知山市は市内の小中学校など
５７カ所に避難所を開設したが、うち２５カ所は一人も訪れないまま、閉鎖した。

■H25.9.17朝日新聞記事【抜粋】（京都の例）

台風１８号の接近に伴い、初の特別警報が発表された京都府。府や京都市は１６日午前５時過ぎの特別警報の発表直後、府市全域に
緊急速報メールを送った。初めて避難指示を出すことになった京都市は、同日午前２時半～９時半に発令した避難勧告や指示、避難準備
情報を知らせる緊急速報メールを計１８回送信した。ところが、避難指示対象の約２６万８千人のうち、避難所に来た人は１％にあたる2,498
人だけだった。下遠秀樹・市防災危機管理室長は「１％は少ない。アンケートを取るなどして検証し、伝達方法を考えていく」。 自宅の２階に
とどまった右京区の女性（３７）は取材に「２階なら大丈夫と思った。 一気に増水したら逃げようがないので、これからは避難を考えたい」と
話した。

■H25.9.17毎日新聞記事 【抜粋】（京都・大阪の例）

H26.8月の台風11号では、水位が洪水一歩手前のはん濫危険水位（4.8m）を超える5.71mを観測所で記録。津市は約14,000人、松坂市は
約7,600人に避難指示を出したが、避難率は津市3.2％、松坂市7.6％にとどまった。避難率の低さは各地での懸案だ。名古屋市は2011年の
台風15号で100万人以上に避難勧告・指示を出したが、避難所には5,000未満。三重県では昨年の台風11号の際、四日市、鈴鹿両市全域
の計約52万人に避難指示が出たが、実際に避難したのはピーク時で計745人にとどまった。

■H27.2.4朝日新聞記事 （東海地方の例）

避難勧告による住民避難状況

■鬼怒川堤防決壊 住民インタビュー(NHK) 【抜粋】

「氾濫したとは聞いていたが川から離れているので大丈夫だと思った。」「こちらには来ないと言う昔の人の言い伝えがあったので安心して
いた。」「朝の時点で小降りになり氾濫することは無いだろうと考えた。」「一瞬で水が押し寄せ避難したときは遅かった。」「外に出たら腰ま
で水が来ていた。」
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水防資機材の整備状況水防資機材の整備状況

○水防資機材については、国土交通省と市（消防団）が水防倉庫等に備蓄し緊急時に備える。

○市（消防団）と国土交通省が連携して的確な水防活動を推進するため、資機材に係る情報を共有し、適
切な配置の検討等を進める必要有り。

凡 例

国土交通省

河合水防倉庫

国包水防資材

宗佐防水資材

河高水防資材

○国の備蓄状況一例
【河合緊急資材備蓄庫】
・ナイロン土のう ：10,800袋
・大型土のう ：1,100袋
・ブルーシート ：34枚
・その他

養田水防資材

池尻水防資材

上田水防倉庫

米田新水防資材

加古川防災ステーション
（ヘリポート）

西河原水防資材

本町緊急資材備蓄庫

山角防水資材

下来住水防資材

市場水防資材

阿形水防資材

河合水防資材
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災害対策車両の配置状況

○排水ポンプ車や照明車等の災害対策車両・機器は平常時から定期的な保守点検を実施。
○機械を扱う職員等への教育体制も確保し、常時、災害発生じ出動体制を確保。

衛星通信車

照明車
照明車

水陸両用車

土のう造成機

衛星通信車

照明車

照明車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

対策本部車

衛星通信車

衛星通信車

照明車

照明車

応急組立橋

応急組立橋

照明車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

分解対応型バックホウ

土のう造成機

近畿地方整備局

土のう造成機

照明車

排水ポンプ車

対策本部車

照明車

照明車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

和歌山河川国道事務所

紀南河川国道事務所

豊岡河川国道事務所

福知山河川国道事務所

猪名川河川事務所

兵庫国道事務所姫路河川国道事務所

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

照明車

照明車

土のう造成機

衛星通信車

照明車

照明車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

土のう造成機

照明車

照明車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

土のう造成機

照明車

照明車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

土のう造成機

衛星通信車

照明車

照明車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

対策本部車

土のう造成機

衛星通信車

照明車

照明車

照明車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

排水ポンプ車

対策本部車

福井河川国道事務所

照明車

奈良国道事務所
木津川上流河川事務所

大阪国道事務所
淀川河川事務所

近畿技術事務
所

大和川
河川事務所

京都国道事務所

平成27年4月1日時点 排水ポンプ車操作訓練の状況

近畿地方整備局で
排水ポンプ車を
３２台保有

排水ポンプ車

1分間にドラム缶で約

150本分の排水が可能
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2.減災のための目標（案）



取り組み目標（案）

■５年間で達成すべき目標

１．水害リスクに関する十分な知識と心構えを行政や住民
等が共有することで水防災に対する意識の『継承』・『再構
築』を図る（水防災意識社会の再構築）

２．河川整備を着実に進めていくことと合わせて、いつか起
きる加古川の大規模水害に対し「逃がす・防ぐ・回復する」た
めの『備えの充実』を図る。

9

平成16年台風23号、平成27年9月関東・東北豪雨の教訓を踏まえ、いつか起きる大規模水害に備
えるため、以下を目標とする。



取り組み目標（案）

①行政や住民等の各主体が、「施設の能力には限界があり、施設では防
ぎきれない洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革する取り組み

②水害を経験した地域では防災意識を継承し、住民に被災経験が無い
地域では「水害に遭うかもしれない」という意識を再構築する取り組み

③住民等の逃げ遅れをなくす、的確な避難行動のための情報伝達の取
り組み

④氾濫時に人命と財産を守る水防活動の強化

⑤一刻も早く日常生活を回復するための取り組み

■上記目標達成に向けた５本柱の取り組み

上記目標達成に向け、洪水を河川内で安全に流すハード対策に
加え、加古川において、以下の項目を５本柱とした取組を実施する。
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3.目標達成に向けた取り組みイメージ



〇想定最大規模の洪水に対する浸水想定区域図や氾濫シミュレーション結果を有効活用する。

目標達成に向けた取り組みイメージ①【５本柱の取り組み①③⑤に対応】
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目標達成に向けた取り組みイメージ②【５本柱の取り組み①②③に対応】

凡 例

予想される浸水深

3.0m以上 2階浸水

0.5m～3.0m以上 1階床上浸水

0.5m未満 1階床下浸水

家屋倒壊危険ゾーン
家屋倒壊危険ゾーン（洪水はん濫）

家屋倒壊危険ゾーン（河岸浸食）

施設等 避難場所
全ての階が使える避難所
2階以上が使える避難所
3階以上が使える避難所

土砂災害危険区域
土砂災害警戒区域

土砂災害特別警戒区域

■地域防災計画の見直し
■洪水時のタイムライン検討

（いつ避難情報を出すのか等）
■円滑で迅速な避難確保又は浸水防止を図る

施設への情報伝達

洪水ハザードマップの表示イメー
ジと避難体制等の検討内容例

〇想定最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域図を反映した洪水ハザードマップを作成・周
知するとともに、避難体制の充実強化を実施。

その他取り組み項目（案）

・要避難人口と避難所の収容人
数を踏まえた避難計画を検討
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〇防災意識の向上と住民自らの適切な避難行動に繋げることを目的とした、地域が主体となった
地域版防災マップの作成。

目標達成に向けた取り組みイメージ②【５本柱の取り組み①②③に対応】

「マイ防災マップ」作成のための地区説明会 「マイ防災マップ」作成ワークショップ開催

地区説明会

地域の防災力向上のために、地域の
皆様を対象としたマイ防災マップ作
成のための地区説明会を実施しまし
た。

※マイ防災マップとは・・

住民の皆さんが過去に発生した災害
の情報や避難所までの経路、避難経
路上の危険箇所、必要な防災対応な
どを自らの手で地図に記述したもの
です。

ワークショップ開催

ワークショップでは加古川の浸水
想定区域図を用いて、住民のみな
さんの第一次避難場所や指定避難
場所までの経路を図面に書き込み
ます。

各地区とも活発な議論により、過
去の浸水箇所や身体の不自由な方
等のお家、危険な水路等の情報が
地図に書き込まれました。

まち歩き開催

各地区住民と昼のまち歩き、
夜のまち歩きの様子
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〇タイムライン（試行案）を検証し、改善に向けた見直しの検討を行う

目標達成に向けた取り組みイメージ③【５本柱の取り組み①③に対応】

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

                                                                                                                        

                                                                                       

　

 兵庫県警察本部

兵庫県企画県民部
災害対策局
災害対策課

近畿地方整備局
兵庫国道事務所

神戸運輸管理部
総務企画部企画課

加古川警察署
（警備課）

高砂警察署
（警備課）

近畿地方整備局
（水災害予報ｾﾝﾀｰ）

加古川土木事務所
（管理第二課）

 兵庫県東播磨県民局

 加東土木事務所
（管理課）

 兵庫県北播磨県民局

※　水防法１３条の２の通知
 三木土木事務所

 三木警察署（警備課）

 小野警察署（警備課）  西日本旅客鉄道 （株） 

 三木市危機管理課

 加東警察署（警備課）  神姫バス㈱

 加東市協働部防災課
 神戸新聞社

 神戸電気電鉄㈱

 小野市市民安全部
防災グループ

 ラジオ関西
 山陽電気鉄道㈱ 

 高砂市危機管理室

西日本電信電話(株)
兵庫支店

 加古川市危機管理室

サンテレビジョン

 総務省消防庁
 兵庫県県土整備部
土木局河川整備課

NHK神戸放送局

（警報のみ伝達）

姫路河川国道事務所
（調査課）

神戸地方気象台
（観測予報課）

NTT西日本又は東日本

共同発表

加古川上流・加古川下流洪水予報伝達系統図
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姫路河川国道事務所 住民等加古川市気象・水象情報

水防団待機水位到達
国包水位観測所（水位1.5m）

はん濫注意水位到達
国包水位観測所（水位2.5m）

災害警戒本部

避難判断水位到達
国包水位観測所（水位4.3m）

洪水予報（はん濫注意情報）

洪水予報（はん濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
国包水位観測所（水位4.7m）

洪水予報（はん濫危険情報）

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

加古川沿岸地区避難勧告

加古川沿岸地区避難準備情報

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

HWL※到達・越流 洪水予報（はん濫発生情報） 避難完了

要配慮者避難開始

○台風に関する気象庁記者会見

※本タイムラインは加古川下流洪水予報区間の加古川市の区間（河口～15.8k付近）を対象としています。
※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。

○必要に応じ、助言の要請

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認

○住民避難の受け入れに関する準備等

避難開始

○リエゾンの派遣

○休校の判断、体制の確認等

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

○災害対策機械の派遣要請

○災害対策機械の派遣

◇台風予報

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

○テレビ、ラジオ、インターネット等による気
象警報等の確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難準備情報の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難指示・避難勧告の受信

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場等の操作

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動

○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難ルー
トの確認

避難解除

※台風上陸
※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する兵庫県気象情報（随時）

◇大雨・洪水・強風・波浪・高潮注意報

○台風説明会（神戸地方気象台）

【第一警戒体制】

○水閘門操作員の退避検討 ○水防団員の避難指示

【第二警戒体制】

○加古川水位上昇に伴う防災情報の発表伝達

○連絡員の待機

○首長若しくは代理者の登庁

○避難に時間が掛かる時間帯の場合、避難準備情報の検討

-72h
-24h

-4h

-1.5h

0h

-1h

-8h

氾濫発生

-120h

◇大雨・洪水・暴風・波浪・高潮警報

◇土砂災害警戒情報

○記者発表（決壊・はん濫）

加古川水系加古川【加古川市】姫路河川国道事務所

○決壊した場合に備えた準備
・協定業者への派遣依頼
・はん濫想定の用意、記者発表の準備 等

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

○ホットライン（決壊・はん濫）

○協定業者との連絡調整（出動準備）

○避難準備情報の発表

○加古川の氾濫の影響のある道路の通行規制の判断

○避難勧告の発表

○避難指示の発表伝達

○被害状況の確認

○浸水域の排水対策の実施

○想定される浸水域の確認

○水防団連絡

○水防活動の準備・出動

※タイムライン検討にあたっての前提条件
▽タイムライン設定にあたっての対象洪水について： 河川整備基本方針で対象としている洪水を用いています。
▽タイムライン設定にあたっての氾濫発生時刻（＝０）について：有堤部で破堤の恐れがある時刻 （HWLまたは堤防高－余裕高のうち低い方に到達する時刻）のことです。
▽危険水位設定時のリードタイム設定（水位上昇速度等）にあたっての対象洪水について：危険水位・避難判断水位以上となった既往洪水を用いて設定しています。

※有堤部で破堤の恐れがある水位として、HWL、
または堤防高－余裕高のうち低い方に到達する
時刻

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、加古川沿川の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案） 【加古川市】姫路河川国道事務所



〇地域住民及び学校等への、水災害教育の実施。

目標達成に向けた取り組みイメージ④【５本柱の取り組み①②に対応】
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小学生を対象とした、防災教育
（イメージ）

地域住民・地元企業による
水防活動体験（イメージ）

記憶に残る水防活動体験
（イメージ）

出前講座
（イメージ）

地域住民向け水災害教育のイメージ 学校等への水災害教育のイメージ



〇意識変化を確認するための住民アンケートの実施。

目標達成に向けた取り組みイメージ④【５本柱の取り組み①②③に対応】
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取組実施前

取組実施後

Ｑ１：あなたは水害が起きるかも
しれないと思っていますか？

Ｑ２：水害が起きそうなときは、ど
うすればいいか確認していま
すか？

Ｑ３：・・・・・・・・・・・・・・・・

Ａ１

Ａ２

住民アンケート

ハザードマップ



24時間

12時間

8時間

6時間

≪大雨・洪水警報発表≫

水防団待機水位（●m）

はん濫注意水位（●m）

避難判断水位（●m）

≪大雨・洪水注意警報発表≫

〇タイムラインのシナリオに基づく防災訓練、避難訓練を実施。

5時間

2時間

0時間

はん濫直後～浸水一定解消後

はん濫危険水位（●m）

≪大雨特別警報発表≫

最高水位到達

河川の氾濫発生

計画高水位到達（●m）

警戒・水防活動

土のう製造機の貸出

被災者の救出活動

緊急車両の通行ルート確保

目標達成に向けた取り組みイメージ④【５本柱の取り組み④⑤に対応】

災害による被災車両からの
救出訓練（姫路市消防局）

土のう造成機による土のうの製造

水防活動の訓練

緊急車両の通行ルートを確保する
ため放置車両を移動する訓練
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〇大規模氾濫時の耐水性を確認し、必要に応じて対策を実施する。

目標達成に向けた取り組みイメージ⑤【５本柱の取り組み④⑤に対応】

加古川浸水想定区域図（想定最大規模）

排水機場

想定水位
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〇堤防決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、粘り強い堤防を整備する。

目標達成に向けた取り組みイメージ⑥【５本柱の取り組み①③④に対応】

20


